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第
二
十
四
条
第
一
項
の
表
中
「
地
方
運
輸
局
の
長
」
を
「
地
方
運
輸
局
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
地
方
運
輸
局
の
長
」
を
「
地
方
運
輸
局
長
」に
、「
地
方
運
輸
局
若
し
く
は
そ
の
海
運
支
局
の
長
」

を
「
地
方
運
輸
局
長
若
し
く
は
海
運
支
局
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
附
図
第
二
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「M

in
iste
r
fo
r
T
ra
n
sp
o
rt

」
を
「M

i-

n
iste
r
o
f
L
a
n
d
,
In
fra
stru
c
tu
re
a
n
d
T
ra
n
sp
o
rt

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
二
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め

る
。第

十
二
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
海
上
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
（
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
を
除
く
。）中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
省
令
で
」を「
国

土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
」
及
び「（
以
下
「
海
運
支
局
」
と
い
う
。）」を
削
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「運

輸
省
令

」
を
「国

土
交
通
省
令

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
の
二
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

（
海
員
学
校
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

海
員
学
校
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
航
海
訓
練
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

航
海
訓
練
所
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
文
部
大
臣
」
を
「
文
部
科
学
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
国
際
観
光
事
業
の
助
成
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

国
際
観
光
事
業
の
助
成
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
造
船
造
機
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

造
船
造
機
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
」
及
び「（
以
下
「
海
運
支
局
長
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

（
造
船
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

造
船
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
水
路
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

水
路
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

（
港
湾
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

港
湾
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
運
輸
省
海
上
交
通
局
総
務
課
」
を
「
国
土
交
通
省
海
事
局
総
務
課
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
提
出
す
る
定
期
報
告
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

船
舶
運
航
事
業
者
等
の
提
出
す
る
定
期
報
告
書
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
五
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
三
条
の
表
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
」
を
「
国
土
交
通
省
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」に
改
め
る
。

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

本
則
中
「
郵
政
省
」
を
「
総
務
省
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
労
働
大
臣
」
を
「
厚
生
労
働

大
臣
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
備
考
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
地
方
運
輸
局
の
陸
運
支
局
」
を
「
陸
運
支
局
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
（
以
下
「
陸
運
支
局
長
」
と
い
う
。）」
を
「
陸
運
支
局
長
」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
中
「〇

〇
運
輸
局
〇
〇
陸
運
支
局

」
を
「〇

〇
陸
運
支
局

」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
点
検
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

自
動
車
点
検
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長（
以
下「
陸
運
支
局
長
」と
い
う
。）」

を
「
陸
運
支
局
長
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

（
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
」
を
「
陸
運
支
局
長
」
に
改

め
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

本
則
中
「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
（
以
下
「
陸
運
支
局
長
」
と

い
う
。）」
を
「
陸
運
支
局
長
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
地
方
運
輸
局
の
陸
運
支
局
」
を
「
陸

運
支
局
」
に
、「
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
」
を
「
内
閣
府
設
置
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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